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27第 6号 受理年月日 平成 27年 6月 4日

下目黒福祉工房の運営見直しに関する陳情

【陳情の趣旨】

行財政改革に伴 う下 日黒福祉工房の指定管理者制度導入にあたって他工房 と

同様に給食設備の整った新 しい施設を要望 します。

【陳情事項】

1 現工房では長年給食がなく親がお弁当を作 り、他の r_房 との不公平が続きまし

た。未だに給食設備がなく、配食を給食の代わ りにしています。区内の他施設と

平等な設備を切にお願いします。

2 現工房の開設時、2名 の車柿子の利用者が現在 5名 にな り、高齢化に伴い増え

る傾向にあります。現工房では防災画、安資
ず蒲耗科具

を主として止ま曳 新 しい

施設を切にお願いします。

3 お菓子班の作業室は狭く、トイ
い施設を切にお願いします。

4 指定管理者を決めるときには、

レの前にあるので衛空両力望理翌蓮動です。新し

福祉作業所の経験が豊富な職長を9割以上占め
るようにしてください。

(他施設では職員が頻繁に代わ り、信頼関係の構築が困難になっています。)制
度導入の時には職員体制が一番大切な事項と考えていますので切に考慮願いま

す。

5 上記 1～ 4項が実現が難 しい時には他作業所の範となるような区営の施設とし

て残して ください。
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受埋年月日27第 7号 平成 27年 6月 4日

国に対 して、障害者総合支援法を骨格提言に沿って、法の改定を求め

る意児書提出に関する陳情

【陳情の趣旨】
2010年 1月 、障害者団体 と回は、「障害者自立支援法」が障害のある人に応

益負担を課すもので違憲であることに合意 し、「基本合意文書とでは、障害者自立

支援法を廃止し、新法制定が約束されました。

そ して、首相を本部長とする 「障害者制度改革推進本部」が発足 し、障害当事

者の参加による 「障がい者制度改革推進会議」が設置され、「総合福祉部会」で新

法制定にむけて議論され、 2011年 8月 30日 、部会の委員全員の総意による
「骨格提言」がまとめられました。

私たちは、この提言が反映された障害者施策の実現をめざし、国の責任を明確

にしたものとして、その完全実施を強く願ってきました。

しか し、障害者総合支援法は、「骨格提言 (障害程度区分の廃止・福祉サービス

の利用に応 じて原則 1割を自己負担する応益負担の廃止など)」 力ゞほとんど反映さ

れず、障害者自立支援法の 一部改正に過ざませんので、全国の障害者団体等は、

同法の改定を求めています。

国の障害者施策が提言どお りに実施されることは、日黒区においても、障害者

とその家族の生活の向上にとっても大切なことです。そ して、国連・障害者権利

条約を 2014年 1月 20日 に批准 し締約国になった 日本は、条約にふさわ しい

施策の実現が求められています。

ここに陳情いたします。

【陳情事項】

目黒区議会として、つぎの陳情事項の内容で国及び政府に対 して、「骨格提言に

基づく障害者総合支援法の改定を求める意見書」を提出して ください。

1 障害者総合支援法は、障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会の「骨格提言」

に基づき、その内容が反映 した法に改定すること。

2 法の改定に伴う必要な予算を確保すること。
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27第 8号 受埋年月日 平成 27年 6月 9日

雇用環境の整備に関する意見書の提出を求める陳 1青

【陳情の趣旨】

我が国の雇用情勢は着実に改善が進んでいるが、その一方で、一部の分野で人

材不足感が顕在化 しているほか、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少と

あいまって、労働力の確保が課題となっている。

デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長に向けて必要な労

働力人口を確保するためには、全員参加型社会を実現するとともに、意欲ある全

ての人が、希望する働き方で能力を発揮 し、安心 して生活できる雇用環境を整備

していくことが重要である。

現在、国においては、成長戦186の 中で、予見可能性の高い紛争解決システムの

構築、新たな労働時間法制の合1設、職務等を限定 した多様な正社員の普及などの

議論がなされているが、こうした雇用・労働政策については、国民的な議論が必

要であり、労働者委員、使用者委員、公益委員で構成される労働政策審議会など

を通 じて十分な議論を行い、法制化につなげていかなければならない。

よつて、日黒区議会に、国会及び政府に対 し、雇用環境の整備に関 し、次の事

項を実現するよう強く要請することを求める。

【陳情事項】

1 予見可能性の高い紛争解決システムの構築、新たな労働時間法制の創設、職務

等を限定 した多様な正社員の普及については、関係者からの意見を踏まえて慎重
に対応すること。

2 派遣労働者など、非 i正規労働者の安定 した雇用・キャリア形成など処遇の改善
に取 り組むこと。

3 女 1性 の活躍促進や、高齢者、障害者などの就業推進に積極的に取 り組むこと。
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